
２月７日 12:40-16:00

第1部 講演会

２０１８年

水

お問い合わせ

～差別の実態と合理的配慮～

神奈川県障害者社会参加推進センター
〒２２１ー０８４４ 横浜市神奈川区沢渡４－２

TEL：０４５－３１１－８７４４
FAX：０４５－３１６－６８６０

会場：相模原市南市民ホール
相模原市南区相模大野５－３１－１

※裏面に交通案内記載してありますのでご参照ください。

１2：4０～１４：1０
「障害者権利条約

障害者差別解消法」について
講師：国際医療福祉大学大学院 教授

大熊 由紀子氏

１４：25～１5：55
「差別の実態と合理的配慮」
シンポジスト
身体障害関係者 視覚障害関係者 知的障害関係者
精神障害関係者 盲ろう（視覚・聴覚）障害関係者

第2部 シンポジウム

参加費

無 料

定員：３００名

【申込方法】
裏面参加申込書に必要事項ご記入の上、ＦＡＸまたは郵送にて申込みください。



アクセス 小田急線「相模大野駅」北口から徒歩約１０分。

神奈川県障害者社会参加推進センター
〒２２１－０８４４ 横浜市神奈川区沢渡４－２

神奈川県社会福祉会館内
ＴＥＬ：０４５－３１１－８７４４ ＦＡＸ：０４５－３１６－６８６０
Ｈ Ｐ：http://kanagawa-kenshinren.or.jp/

※ＨＰから申込書をダウンロードできます。

申込締切：平成３０年 １月２６日（金）

申込先

申込書

所 属 連絡責任者

電話番号

氏 名 障 害
必要な方は○をつけてください

備 考
手話通訳 要約筆記 点字資料

※障害の欄には、肢体・車椅子・聴覚・知的・精神・内部・音声・言語の
いずれかを記入

相模大野駅

相模原南市民
ホール

http://kanagawa-kenshinren.or.jp/


『 障 害 者 権 利 条 約 』 講 演 会 実 施 要 領 

 
１ 目 的   障害者権利条約の批准にあたり、本条約の理解、また差別の実態と合理的配慮に 
         ついて意見交換し、障害関係者並びに一般県民に対し、啓発と理解を促進するこ 
         とを目的とする。 

 
２ 主 催   神奈川県・神奈川県障害者社会参加推進センター 

  
３ 日 時   平成３０年 ２月 ７日（水） 

             １２：４０～１６：００（受付・開場 １２：００） 
 

４ 場 所   相模原市南市民ホール 
              

５ 内 容   １２：３５～ 開会 
【第１部 講 演】 
 １２：４０～１４：１０  

「障害者権利条約について」 
        ＜講師／コーディネーター＞ 

            国際医療福祉大学大学院 教授 大熊 由紀子 氏 
 

            【第２部 シンポジウム】 
             １４：２５～１５：５５  

テーマ「差別の実態と合理的配慮について」 
        【シンポジスト】 
        身体障害関係者 
        視覚障害関係者 
        知的障害関係者 

            精神障害関係者 
            盲ろう（視覚・聴覚）関係者 
 

６ 対 象 者  県内在住の方３００名程度 
 

７ 参 加 費  無料 
 

８ 参加申込  別紙申込書により、平成３０年１月２６日（金）までに事務局まで申込下さい。な

お、定数を超えた場合は、調整させていただく事があります。 
 

９ 連 絡 先  神奈川県障害者社会参加推進センター事務局（神奈川県身体障害者連合会内） 
        〒２２１－０８４４ 横浜市神奈川区沢渡４－２ 
        ＴＥＬ０４５-３１１-８７４４ ／ ＦＡＸ０４５-３１６-６８６０ 
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